
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則�

（
情
報
政
策
課
）　
　

一

告

示

〇
水
道
水
源
特
定
保
全
地
域
の
区
域
の
変
更�

（
環
境
対
策
課
）　
　

一

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可�

（
農
業
振
興
課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定�

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）�
（
道　

路　

課
）　
　

三

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可�

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

三

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告�

（
契　

約　

課
）　
　

三

企

業

局

〇
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�
五

〇
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程�

六

選
挙
管
理
委
員
会

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正�

六

雑

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
令
和
元
年
度
決
算
の
要
旨
の
公
表�

六

〇
仙
台
市
職
員
共
済
組
合
令
和
元
年
度
決
算
の
要
旨
の
公
表�

八

規

則

　

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
八
号

　
　
　
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
六
号
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
八
号
」

に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
七
号
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
八
号
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
九
号
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
四
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
四
条
第
四
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
六
条
第
三
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
九
条
第
三
項
」
に
改

め
る
。

　

第
九
条
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
か
ら
第
九
条

ま
で
」
に
改
め
る
。　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

　

ふ
る
さ
と
宮
城
の
水
循
環
保
全
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
号
で
指
定
し
た
鳴
瀬
川
流
域
水
道
水
源
特
定
保
全
地
域
の
区
域
を
次
の
と
お

り
変
更
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話�022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

変
更
年
月
日

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

二　

変
更
後
の
区
域

　
　

大
和
町
、
色
麻
町
及
び
加
美
町
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
に
示
す
区
域

　

「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
環
境
生
活
部
環
境
対
策
課
）
及
び
関
係
町
役
場
に
備
え
置
い

て
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
東
和
町
米
川
字
馬
ノ
足
七
一
の
一
、
七
二
の
一
、
七
三
の
一
、
七
六
の
一
、
七
七
の
一
、
八
〇
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
馬
ノ
足
七
六
の
一
・
七
七
の
一
・
八
〇
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
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登
米
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
十
二
神
八
番
一
七
地

先
か
ら

同
郡
同
町
浦
宿
浜
十
二
神
六
〇
番
三
地
先
ま

で

前
Ａ

一
〇
・
四
～

�

三
七
・
二

一
七
九
・
四
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ

一
〇
・
四
～

�

三
七
・
二

一
七
九
・
四

　

Ｂ

一
五
・
二
～

�

七
九
・
六

二
三
六
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
石
浜
字
崎
山
六
一
番
一
地
先

か
ら

同
郡
同
町
桐
ヶ
崎
字
崎
山
六
番
六
地
先
ま
で

前
Ａ

一
一
・
二
～

�

五
〇
・
四

一
、
六
二
一
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ

一
一
・
二
～

�

五
〇
・
四

一
、
六
二
一
・
〇

　

Ｂ

一
〇
・
四
～

�

五
六
・
三

一
、
〇
六
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

　

金
洗
堰
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
六
月
十
九
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

山　
　

口　
　

浩　
　

徳　
　
　

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

土
壌
・
作
物
体
総
合
分
析
装
置
ほ
か　

一
式
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２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

令
和
三
年
一
月
十
五
日
（
金
）

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
大
河
原
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
五
）
へ
令
和
二
年
七
月
十
三
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号
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宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

影
山　

裕
也　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
三
三
三
）

　

３�　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

令
和
二
年
七
月
十
三
日
（
月
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
二
年
七
月
十
三
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
二
年
七
月
二

十
一
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審

査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
二
年
七
月
二
十
一
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、

提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
期
間　

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日
（
水
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
二
年
八
月
十
四
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

令
和
二
年
八
月
十
四
日
（
金
）
午
後
五
時

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ�　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

令
和
二
年
八
月
十
七
日
（
月
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
六
号
）
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要　

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

１

�　

N
ature�and�Q

uantity�of�the�Item
s�to�be�Procured�:�Soil�&

�Plant�A
nalyzer�(SPA

)�and�other�

equipm
ent�(1�set)�

　

２

　

D
eadline�for�D

elivery�:�January�15,�2021�(Fri.)

　

３

�　

Place�of�D
elivery�:�M

iyagi�Prefecture�O
gaw
ara�A

gricultural�Im
provem

ent�and�D
evelopm

ent�

Center�and�other�locations�as�specified

　

４

　

D
eadline�for�Bid�:�A

ugust�14,�2020�(Fri.),�5�:�00�p.m
.�

　

５

�　

Contact�Inform
ation�:�K

A
GEY

A
M
A
�Y
uya,�Procurem

ent�Section,�Governm
ent�Contract�

D
ivision,�T

reasury�D
epartm

ent,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�3-8-1�H
oncho,�A

oba-ku,�Sendai,�

M
iyagi�980-8570�Japan.�T

EL.:�022-211-3333

　

６

　

Language�and�Currency�U
sed�in�Contract�Procedures�:�Japanese�and�Japanese�yen�only.

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
二
局
長
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
二　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

指
定
管
理
者
の
募
集
方
法
等
の
決
定

　
　

ロ　

利
用
料
金
の
承
認
（
地
方
自
治
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
）

　
　

ハ　

業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
命
令
（
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
）

　
　

ニ�　

選
定
基
準
の
決
定
（
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条

例
第
四
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
）

　
　

ホ　

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
へ
の
諮
問
（
条
例
第
四
条
）

　
　

ヘ　

協
定
の
締
結
（
条
例
第
五
条
）

　

同
表
各
課
長
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

事
業
報
告
書
の
受
理
（
地
方
自
治
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
）

　
　

ロ　

指
定
管
理
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
、
立
入
調
査
及
び
指
示
（
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
）

　
　

ハ�　

申
請
書
の
受
理（
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て「
条

例
」
と
い
う
。）
第
二
条
）

　
　

ニ　

変
更
の
届
出
の
受
理
（
条
例
第
七
条
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
三
号

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
程
は
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第

四
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第�

二
条　

条
例
第
二
条
第
一
項
の
管
理
規
程
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
申
請
書
（
様
式

第
一
号
）
と
す
る
。

２　

条
例
第
二
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

施
設
を
管
理
す
る
上
で
必
要
な
許
認
可
証
等
の
写
し

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
公
営
企
業
管
理
者
が
別
に
定
め
る
書
類

　

（
変
更
の
届
出
）

第
三
条　

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
指
定
管
理
者
の
変
更
届
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
委
任
）

第�

四
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公
営
企
業
管
理
者
が
別
に

定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
六
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

　

石
巻
市
寺
崎
地
区
農
業
担
い
手
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
石
巻
市
寺
崎
地
区
農
業
担
い
手
セ
ン
タ
ー
」
を
「
石
巻
市
桃
生

寺
崎
農
業
担
い
手
セ
ン
タ
ー
」
に
、
石
巻
市
高
須
賀
地
区
定
住
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
石
巻
市
高
須
賀
地
区
定
住
セ
ン

タ
ー
」
を
「
石
巻
市
桃
生
高
須
賀
定
住
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
大
崎
市
鹿
島
台
志
田
谷
地
集
落
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
大

崎
市
鹿
島
台
農
家
高
齢
者
創
作
館
の
項
を
削
る
。

雑

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

理 

事 

長　
　

大　
　

友　
　

喜　
　

助　
　
　

第115号　令和２年６月26日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報



宮城県市町村職員共済組合令和元年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

市 町 村 一部事務組合等 合　　計
13 20 1 17 51

２　組合員数及び標準報酬月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一　　般 市町村長 特定消防 市町村長長期 船員一般 任意継続 合　　計
組 合 員 数（人） 16,807 33 1,823 1 10 272 18,946

標準報酬の月額（千円）
長期 6,017,644 20,050 662,910 620 4,150 6,705,374
短期 6,288,604 27,220 662,940 980 4,150 88,650 7,072,544

１人当たり標準報酬月額
� （円）

長期 358,044 607,576 363,637 620,000 415,000 359,075
短期 374,166 824,848 363,653 980,000 415,000 325,919 373,300

３　組合職員の数は、次のとおりである。
（単位：人）

経　理　単　位 業　務 保　健 宿　泊 貯　金 貸　付 物　資 計
人　　　　　員 23 3 1 1 1 1 30

４　各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
� （単位：千円）

区　　　　　分 短　期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理 業　務 保　健 宿　泊 貯　金 貸　付 物　資

（収　　　入）

負担金 5,586,659 15,026,161 787,279 110,499 222,722 178,055

掛金・保険料 5,665,938 9,585,525 787,269 173,404

施設収入・商品売上 256,794

連合会交付金 117 99,019 285 275

利息及び配当金 546 16,296 2,321 114 188 398 504,078 29,750

その他収入 830,198 3 13,314 71 41,007 14,122

他経理から繰入金 43,141 90,527

前年度繰越支払準備金 804,828

計 12,888,286 24,611,686 1,574,548 110,499 16,296 2,321 364,999 365,246 347,790 545,085 30,025 14,122

（支　　　出）

給付金 5,387,518

負担金払込金 15,026,161 787,279 110,499

掛金・保険料払込金 9,585,525 787,269

役職員給与 156,505 23,427 128,233 5,418 7,739 4,596

特定健康診査等費 20,962

旅費・事務費 12,181 3,792 1,609 2,457 1,860 250

商品仕入 8,206

飲食材料費 52,209

委託費 17,598 7,355 7,892 1,887 1,849 1,849

支払利息 16,296 2,321 455,071 17,163 4,889

退職者給付拠出金 224

前期高齢者納付金 2,282,030

後期高齢者支援金 2,286,433

病床転換支援金 11

介護納付金 1,133,889

連合会払込金 142,184 1,902

連合会拠出金 722,489

他経理へ繰入金 43,141 90,527

その他支出 7,231 173,077 257,384 149,596 3,428 2,241 1,866

次年度繰越支払準備金 802,985

計 12,808,135 24,611,686 1,574,548 110,499 16,296 2,321 359,361 403,447 347,745 468,261 32,754 13,450

差引当期利益金 80,151 5,638 45 76,824 672

差引当期損失金 38,201 2,729

年度末支払準備金 802,985

年度末資本剰余金 40,923 19,404 1,515,074 9,673

年度末利益剰余金 3,178,498 364,898 1,088,728 120,685 2,289,890 640,295 177,478

（7）　令和２年６月26日　金曜日 第115号宮　　城　　県　　公　　報



�
〇
仙
台
市
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
市
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
元
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

�

仙
台
市
職
員
共
済
組
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

理 

事 

長　
　

藤　
　

本　
　
　
　
　

章　
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仙台市職員共済組合令和元年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

市 合　　計
1 1

２　組合員数及び標準報酬の月額は，次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一　　般 市　　長 特定消防 任意継続 合　　計
組 合 員 数（人） 8,216 1 1,012 65 9,294

標準報酬の月額（千円）
長期 3,590,270 620 453,720 4,044,610
短期 3,658,530 980 453,930 26,710 4,140,150

１人当たり標準報酬の月額
� （円）

長期 436,985 620,000 448,340 438,250
短期 445,293 980,000 448,547 410,923 445,465

３　組合職員の数は，次のとおりである。
（単位：人）

経　理　単　位 業　務 貸　付 合　計
人　　　　　員 6 1 7

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。
� （単位：千円）

区　　　　　分 短　期 厚生年金
保　険 退職等年金 経過的長期 退職等年金�預託金管理

経過的長期�
預託金管理 業　務 保　健 貯　金 貸　付

（収　　　入）

負担金 2,910,645 8,911,277 465,362 64,010 54,998 96,628

掛金・保険料 2,936,188 5,678,164 465,418 94,338

利息及び配当金 3,734 287 113,415 14,878

その他収入 465,254 57,081 3 141

他経理からの繰入金 15,905

前年度繰越支払準備金 418,241

計 6,730,328 14,589,441 930,780 64,010 3,734 287 127,984 190,969 113,415 15,019

（支　　　出）

給付金 2,738,555

役職員給与 40,361 2,389 1,700 7,461

旅費・事務費 9,351 461 320 1,030

委託費 19,763 13,151 2,311 2,304

支払利息 3,734 287 76,739 4,021

連合会払込金 82,151 14,589,441 930,780 64,010 912

連合会拠出金 417,437

退職者給付拠出金 130

前期高齢者納付金 1,415,890

後期高齢者支援金 1,327,627

病床転換支援金 6

介護納付金 652,064

他経理へ繰入金 15,905

その他支出 1,186 58,064 153,462 790 1,631

次年度繰越支払準備金 405,549

計 7,056,500 14,589,441 930,780 64,010 3,734 287 127,539 169,463 81,860 17,359

差引当期利益金 △ 326,172 445 21,506 31,555 △ 2,340

年度末支払準備金 405,549

年度末資本剰余金

年度末利益剰余金 1,902,235 57,352 498,130 462,388 1,177,903

（9）　令和２年６月26日　金曜日 第115号宮　　城　　県　　公　　報


